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1．連結納税制度の導入状況

平成18年6月末 平成19年6月末 平成20年6月末

項目 件数等 前年対比 件数等 前年対比 件数等 前年対比

連結法人数 6,673社 - 7,187社 +514社 7,341社 +154社

親法人数 629社 - 724社 +95社 795社 +71社

子法人数 6,044社 - 6,463社 +419社 6,546社 +83社

親法人当たりの子法人数 9.6社 - 8.9社 ▲0.7社 8.2社 ▲0.7社

黒字申告割合 37.9％ - 41.5％ +3.6ﾎﾟｲﾝﾄ 44.9％ +3.4ﾎﾟｲﾝﾄ

全法人数 2,978千社 - 3,005千社 +27千社 3,003千社 ▲2千社

連結法人導入割合 0.22％ - 0.24％ - 0.24％ -

（国税庁：平成19年度における連結納税に係る課税実績についてから一部抜粋）

 連結納税導入企業は着実に増加している

 連結納税グループ企業数は平均１０社未満

 導入企業の半数以上は赤字申告

 平成２２年度税制改正の影響により導入企業数は増加する可能性大
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持株割合100％関係

グループ法人課税制度

連結納税制度

※

 グループ法人の一体的運営の意識が高まっている状況を課税制度に反映させるため、

「グループ法人税制」が創設された。（平成22年度税制改正）

持株割合100％未満関係

単体課税制度

 発行済株式の100％を直接または間接に保有している関係をいう。

 持株割合100％関係会社の場合、グループ法人課税制度は強制適用。

 選択により連結納税制度を利用することができる。

※ 自己株式などは除く

2．連結納税制度とは ～平成２２年度税制改正 1/7～
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※

2．連結納税制度とは ～平成２２年度税制改正 2/7～

総合化繊メーカーが複数の中核事業部門を分
社化するケース

総合家電メーカーがグループ企業を完全子会
社化するケース

（経済産業省公表資料より）
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※

2．連結納税制度とは ～平成２２年度税制改正 3/7～

※グループ内において2回目の譲渡を行った場合、
行為計算否認規程等に抵触しないため取引の必
要性が求められる

※グループ法人間の適格現物分
配について、譲渡損益の課税が
繰延べられた

（経済産業省公表資料より）
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※

2．連結納税制度とは ～平成２２年度税制改正 4/7～

※個人による完全支配関係となる法人間での寄
付金は損金不算入・益金算入となる

※期中に連結に加入する場合、加入時期について完全支配関係が生じた日以後最初の月次決算日の翌日とされた

（経済産業省公表資料より）
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※

2．連結納税制度とは ～平成２２年度税制改正 5/7～

（経済産業省公表資料より）
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※

2．連結納税制度とは ～平成２２年度税制改正 6/7～

※子会社清算に伴い、残余財産の分配があった場合、親子会社間合併に類似す
る取引として、課税繰延べの対象とされた。また適格合併と類似するため一定の
要件を満たす場合、子会社の有する繰越欠損金の引継ぎが可能となった。

（経済産業省公表資料より）
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※

2．連結納税制度とは ～平成２２年度税制改正 7/7～

 申請期限の短縮は最初の連結事業年度としようとする期間の開始日が平成22年10月1日以後である場合の申
請より適用される

 グループ内譲渡で含み損益を顕在化させるためには、平成22年9月末までに実施する必要あり

 尐数株式をグループ外に譲渡することによる「100％外し」は要注意

（経済産業省公表資料より）
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2．連結納税制度とは ～グループ法人の範囲～

項目 連結納税 グループ法人課税制度

連結親法人になれ
る法人

○内国法人である普通法人

○内国法人である協同組合等

○100％保有関係（直接、間接）

○外国法人も該当

○個人も該当

○個人の場合は、同族会社の判定に使用される同族
関係者を含む（６親等内の血族、３親等内の姻族）連結親法人になれ

ない法人

○清算中の法人

○特定目的会社（SPC）

○投資法人

○連結納税の承認の取消しを受けた法人

○連結納税の取止めの承認を受けた法人

連結子法人の範囲
○連結親法人がその発行済株式総数の100％を直接
または間接に保有している内国法人

外国法人を経由し
た子法人

○連結子法人になれない

発行済株式総数

○議決権の有無は問わない

○自己株式を除く

○持合株式（連結グループ内で100％保有ならOK）

○従業員持株会、ストックオプションの行使によりそ
の法人の役員または使用者が所有する株式が5％未
満のもの

○連結納税と同じ取扱い

グループ法人課税制度の方が適用対象法人の範囲が広い
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2．連結納税制度とは ～グループ法人の範囲～

【事例 ① 】

100％ 100％

【子法人B】【子法人A】

100％

70％

【子法人B】

【子法人A】

【孫法人C】

30％

100％

【事例 ② 】 【事例 ③ 】

100％ 100％

【法人B】【法人A】

個人

事例 ① 事例 ② 事例 ③

連結納税 親法人、子法人A,B 連結納税 親法人、子法人A,B、孫法人C 連結納税 該当なし

ｸﾞﾙｰﾌﾟ税制 同上 ｸﾞﾙｰﾌﾟ税制 同上 ｸﾞﾙｰﾌﾟ税制 法人A、B

【親法人】【親法人】
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2．連結納税制度とは ～グループ法人の範囲～

【事例 ④ 】

100％ 100％

【法人B】【法人A】

姪個人

【事例 ⑤ 】

外国法人

【事例 ⑥ 】

外国法人
【子法人B】

【法人C】

【子法人A】

100％

100％

100％

100％ 100％

事例 ④ 事例 ⑤ 事例 ⑥

連結納税 該当なし 連結納税 該当なし 連結納税 親法人、子法人A、B

ｸﾞﾙｰﾌﾟ税制 法人A,B ｸﾞﾙｰﾌﾟ税制 外国法人、内国法人 ｸﾞﾙｰﾌﾟ税制 親法人、子法人A、B、外国法人、法
人C、Y

内国法人

親法人

【法人Y】70％

30％
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2．連結納税制度とは ～親族の範囲～
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項目
持株割合100％ 持株割合100％未満

連結納税 グループ法人課税 単体納税

適用の有無 選択適用 強制適用 強制適用

所得の通算 できる できない できない

時価評価 開始時又は加入時に、子法人
の特定資産について時価評価
する

しない しない

グループ法人間取引 特定資産の譲渡損益は繰延べ
る

特定資産の譲渡損益は繰延べ
る

譲渡損益が発生

グループ内の配当金 全額益金不算入 全額益金不算入 一部益金算入

グループ内の寄付金 支払側：全額損金不算入

受取側：全額益金不算入

支払側：全額損金不算入

受取側：全額益金不算入
※個人を頂点とする会社への寄付金
は益金不算入とならない

支払側：全額損金不算入

受取側：全額益金算入

現物分配 簿価による移転 簿価による移転 時価による移転

親会社の繰越欠損金 利用制限なし 利用制限なし 利用制限なし

子会社の繰越欠損金 一部利用制限あり 利用制限なし 利用制限なし

中小企業特例

・交際費の損金算入

・軽減税率（18％）

・留保金課税

・貸倒引当金の法定繰入率

・欠損金の繰戻し還付

親会社の資本金で適用の有無
を判定

1億円以上：適用なし

1億円未満：適用あり

自社の資本金で適用の有無を
判定

1億円以上：適用なし

1億円未満：適用あり

ただし、親会社の資本金が5億
円以上の場合、適用なし

自社の資本金で適用の有無を
判定

1億円以上：適用なし

1億円未満：適用あり

税額控除 連結で計算するものあり 単体で計算 単体で計算

2．連結納税制度とは ～連結納税の特徴～
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2．連結納税制度とは ～メリットとデメリット～

項目 メリット デメリット

企業会計

○税効果会計により決算数値が改善する場合がある

○連結財務諸表の税負担額の平準化が図れる

○税効果会計の計算が複雑化する

○親会社と決算期が異なる場合、決算作業を２度行う
必要がある

資金繰り

○グループのキャッシュフローが最大化できる

○個別帰属額の精算により赤字子法人への資金繰り支
援ができる

－

組織再編

○企業の経営形態に対する法人税の中立化が図れる。

「社内事業部方式」と「子会社分離方式」

○会社分割等により黒字法人と赤字法人が分離しても、
組織再編後の100％グループの法人税負担は増加しな
い（法人税に限る）

○適格合併で引継いだ被合併法人の欠損金を活用す
ることができる

○税制適格の再編であったとしても、子会社を時価評価
する必要がある場合がある

法人税

○連結法人間で所得と損失を相殺できる

○連結親法人と一部の連結子法人の繰越欠損金を有
効活用できる

○連結納税開始前に子法人の含み損を顕在化すること
ができる

○試験研究費の税額控除枠を拡大することができる

○中小企業特例を享受できる場合がある

○節税効果が得られないケースがある

 子法人の繰越欠損金の使用制限

 中小企業特例を享受できない

○連結納税開始前に子法人の含み益が顕在化される

○継続適用が原則

地方税 － ○地方税は別管理する必要がある

グループ経営

○グループの一体性が明確になる

○社内事業の分社化がしやすくなる

○100％グループ内組織再編成がしやすくなる

○本社経理部門の業務負荷が増加する

○グループ法人全体のガバナンス強化が必要

○グループ間取引の情報集約、教育が必要
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3．連結納税を選択した方が良いケース ～ｹｰｽ1～

◆ 親会社に繰越欠損金があり、子会社が利益体質の場合

【単体納税の場合】

【親会社 A】

【子会社 B】

100％

控除前所得

繰越欠損金

課税所得

50

0

50

控除前所得

繰越欠損金

課税所得

50

△100

0

親会社A 子会社B

控除前所得 50 50

繰越欠損金 △50 0

課税所得 0 50

法人税（30％） 0 15

グループ全体の法人税 15

【連結納税の場合】

親会社A 子会社B

控除前所得 50 50

繰越欠損金 △100

課税所得 0

法人税（30％） 0

グループ全体の法人税 0

親会社Aの繰越欠損金活用により

法人税はゼロ
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◆ 子会社に含み損があり、連結直前事業年度に利益が出る場合

不動産の帳簿価額

不動産の時価

含み損

控除前所得

繰越欠損金

課税所得

100

30

△70

50

0

50

【親会社 A】

【子会社 B】

100％

控除前所得

繰越欠損金

課税所得

50

△100

0

【単体納税の場合】

親会社A 子会社B

控除前所得 50 50

繰越欠損金 △100 0

課税所得 0 50

法人税（30％） 0 15

グループ全体の法人税 15

【連結納税の場合（適用前事業年度）】

親会社A 子会社B

控除前所得 50 50

繰越欠損金 △100 0

課税所得 0 0

不動産の含み損 0 △70

法人税（30％） 0 0

グループ全体の法人税 0

不動産の含み損活用により

子法人の法人税はゼロ

3．連結納税を選択した方が良いケース ～ｹｰｽ2～
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◆ 加入後、親会社が利益体質、子会社が欠損体質の場合

【親会社 A】

【子会社 B】

100％

控除前所得

繰越欠損金

課税所得

△150

0

0

控除前所得

繰越欠損金

課税所得

100

0

100

【単体納税の場合】

親会社A 子会社B

控除前所得 100 △150

繰越欠損金 0 0

課税所得 100 △150

法人税（30％） 30 0

グループ全体の法人税 30

【連結納税の場合】

親会社A 子会社B

控除前所得 100 △150

繰越欠損金 0

課税所得 △50

法人税（30％） 0

グループ全体の法人税 0

子会社Bの損失金額活用により

法人税はゼロ

3．連結納税を選択した方が良いケース ～ｹｰｽ3～



Copyright © 2010 Actus Management Services, K.K. All right reserved.

20

4．連結納税を導入するためには

 対象法人の把握

 資本構成の見直し

 管理体制の検討

 納税シミュレーション

導入検討 申請前準備 申告作業

 決算スケジュールの周知

 対象法人からの情報収集

 特定資産の譲渡取引

 加入・離脱法人の管理

 資産の時価評価

 離脱法人株式の投資価額

修正

 子法人の決算期調整

 申請書の作成・提出

 親法人の体制強化

 子法人の体制強化

 連結対象法人への教育

 システムの構築

 税理士等専門家の協力体

制構築
連結納税制度を導入しない場
合は、グループ法人単体課税
制度が強制適用される
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5．連結納税制度活用の具体例～財務戦略～

（１）グループ内キャッシュの有効活用

 連結納税制度を利用して、黒字会社と赤字会社の損益を通算することにより、単体納税
と比べて法人税の負担額を軽減することができる。

 連結納税個別帰属額の精算により、実質的な赤字法人への資金繰り支援ができる。

親法人P 子法人A 子法人B 合計

税引前当期純利益金額 120 △50 △50 20

申告調整額（加算留保） 20 10 10 40

課税所得金額（個別帰属額） 140 △40 △40 60

法人税額（30％）
単体 42 0 0 42

連結 - - - 18

連結納税個別帰属額の精算 42 △12 △12 18

法人税額の
負担が軽減さ
れている

黒字法人から赤字法人へ法人税相
当額の精算をしなければならない
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（2）税効果会計を適用した場合の効果①

 税引き後利益を平準化させることができる

Ｘ-3 Ｘ-2 Ｘ-1 Ｘ Ｘ-3 Ｘ-2 Ｘ-1 Ｘ

税引前当期純利益 △ 200 150 △ 70 120 △ 200 150 △ 70 120

別表加算額 50 30 30 50 50 30 30 50

別表減算額 0 △ 50 △ 30 △ 30 0 △ 50 △ 30 △ 30

課税所得金額 △ 150 0 △ 70 50 △ 150 0 △ 70 50

繰越欠損金 150 20 90 0 150 20 90 0

繰延税金資産 - - - - 60 △ 45 21 △ 21

Ｘ-3 Ｘ-2 Ｘ-1 Ｘ Ｘ-3 Ｘ-2 Ｘ-1 Ｘ

税引前当期純利益 △ 200 150 △ 70 120 △ 200 150 △ 70 120

法人税等 0 0 0 △ 15 0 0 0 △ 15

法人税等調整額 - - - - 60 △ 45 21 △ 21

税金費用 0 0 0 △ 15 60 △ 45 21 △ 36

税引後当期純利益 △ 200 150 △ 70 105 △ 140 105 △ 49 84

税効果会計適用なし 税効果会計適用なし

連結損益計算書の末尾 連結損益計算書の末尾

△ 200

△ 100

0

100

Ｘ-3 Ｘ-2 Ｘ-1 Ｘ

税効果あり 税効果なし

5．連結納税制度活用の具体例～財務戦略～
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5．連結納税制度活用の具体例～財務戦略～

（2）税効果会計を適用した場合の効果②

 繰延税金資産の回収可能性を連結ベースで判断することができる

単体納税 連結納税

親会社 子会社A 子会社B 合計 親会社 子会社A 子会社B 連結

課税所得金額 140 △40 △40 60 - - - 60

うち別表加算額 20 10 10 40 20 10 10 40

繰延税金資産 6 0 0 6 6 3 3 12

【連結損益計算書の末尾】 【連結損益計算書の末尾】

親会社 子会社A 子会社B 合計 親会社 子会社A 子会社B 連結

税引前当期純利益 120 △50 △50 20 120 △50 △50 20

法人税等 △42 0 0 △42 △42 12 12 △18

法人税等調整額 6 0 0 6 6 3 3 12

税引後当期純利益 84 △50 △50 △16 84 △35 △35 14

当期純利益 △16 当期純利益 14
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5．連結納税制度活用の具体例～企業再生～

（3）不採算部門のリストラコスト等を有効活用

 連結納税により社内事業部制と子会社制の税負担が中立化される

 不採算部門を子会社化することにより、採算事業への悪影響を抑制することができる

 子会社化した不採算部門のリストラコストを有効活用することも可能

ノンコア事業

（不採算事業）

ノンコア事業

（不採算事業）

コア事業

（採算事業）

コア事業

（採算事業）

○固定費の圧縮

○過剰人員の適正化

○コア事業への集中

○コア事業への再投資

など

○給与体系の変更

○固定費の圧縮

○再生時間の確保

○事業再生への集中

など
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5．連結納税制度活用の具体例～組織再編～

（4）被合併法人の欠損金の有効活用

 連結子法人を合併法人とした適格合併でも被合併法人の欠損金を引継ぐことができる（三角
合併の活用）

 事業関連性のある重要な第三者を支援しやすくなった

100％

赤字法人

100％

赤字法人

【共同事業要件】

○交付金銭等の支払がない

○事業関連性要件

○規模要件or経営参画要件

○事業継続要件

○従業員引継ぎ要件

○株式継続保有要件
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5．連結納税制度活用の具体例～ガバナンス強化～

（5）グループ会社のガバナンスを強化することができる

 親子関係でも情報を共有するツールがないグループ法人が多い

 決算の早期化により、子法人の負担が増加している

【親法人】 【子法人 】

【税理士法人】

○リスクヘッジが可能（親法人の方針、経理
処理方法など）

○処理の迅速化が可能（四半期対応、決算
対応など）

○報告内容をルール化することにより、
リスクを事前把握（大口取引、投資関係、
設備投資など）

○子法人への指導、教育を補完

○情報の共有化

○担当者（親・子法人）への指導、教育

○当事者間の通知
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9/30

決算

10/1 10/13 10/16

・月次決算作業

・本決算作業

連結子会社

20社

（関連会社5社）

・税効果計算

・連結納税額計算

・決算仕訳報告

・月次決算作業

・本決算作業

・連結決算作業

・IR作業

11/13

連結業績速報

親会社

（上場企業）

Actus

・決算仕訳入力

・税務顧問として相談対応

・経理担当者への教育

・経理処理方針の統一

・経理マニュアルの作成

・グループ内譲渡資産の管理

・四半期決算対応

・事業内容、取引内容の把握

・親会社に対する重要事項報告

・加入、離脱法人の対応

など

税額計算期間

税務

申告書

作成

5．連結納税制度活用の具体例～決算早期化～

（6）専門家との関係強化により決算早期化への対応が可能になる
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